
　

　

の中を記入して下さい。

= (
工 事 し ゅ ん 功 日

年 月 日

受託業務責任者 受託検査員

円

年 月 日

円

検査手数料調定番号は、新設工事番号の下５ケタ目が２

審査手数料調定番号は、新設工事番号の下５ケタ目が１ 臨 時 給 水 調 定 番 号
工 事 完 了 日

円

加　入　金

の　総　計
計

)(
(2)用途やメーター口径の変更など、水道料金の算定の基準となる事項に変更があるとき。

(
加　　入　　金

) +

同 時 改 造 （ 減 口 径 ） 給 水 栓 番 号

5)

新設加入金計（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

次の場合は、届出してください。
(1)水道の使用をやめるときや使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

□有　　□無

(3)給水装置の所有者に変更があったとき。

撤去・改造加入金計（　　　　　　　　　　　　　　　） 4 配水管・配水補助管の布設等で給水装置の切替えが必要なときは、所有者又は使用者の申し込みがなくても水道局が施
行します。なお、これに要する費用は、水道局が負担します。

新 設 工 事 番 号 新設・撤去・改造工事番号

消費税等相当額

2 給水管の切替工事及び事故等により止むを得ず、計画的あるいは緊急に断水・減水したり、又は濁水が発生する恐れが
あります。これらの断水・減水等のため、損害を生ずることがあっても水道局は、その責任を負いません。

加入金控除に

3 メーターの設置場所には、その計量又はこれらの機能を妨害するような物件又は工作物を設置しないでください。

加 入 金 調 定 番 号

係わる撤去・改造

収入確認 同 時 撤 去 給 水 栓 番 号 （ 加 控 除 № ）

給水装置は、所有者又は使用者が維持管理し、これらに要する修繕等の費用は、所有者又は使用者の負担です。

）

◎承諾事項

　　同時改造による減口径
　　　　　　φ　　　　㎜　　　→　　　φ　　　　㎜

1

検査係長

φ ㎜

㎜

金額（ ）

個

基 礎
個 金額（

給水装置課長 業務係長 業　務　係

個

φ ㎜ 個

設置した給水装置を使用する見込みがなくなったときは、自己の負担により撤去します。

検　査　係

審査係長 審　査　係

3

本申請に係る代理人若しくは給水装置工事施行者に変更があった時は、届出を行います。

札幌市水道事業給水条例、札幌市水道事業給水条例施行規定、その他札幌市水道事業管理者が定める規定に同意し
た上で、本申請を申し込みます。

5

撤　　　　　去

4

（減免・免除）

金額（ ）

金額（ ）

加 入 金 し　ゅ　 ん　功φ ㎜ φ ㎜ 個 金 額 （ ）
φ ㎜ 個 金 額 （ ）
φ ㎜ 個 金 額 （ ）

控 除 の φ

新　　　　　設

2 本申請に関する利害関係人その他の者から異義があった場合、申込者の責任において解決します。

収入確認

工事
検査

40mm未満
40mm以上

40mm未満 （減免・免除）
審　　　　　　査

40mm以上 収入確認

1
40mm未満
40mm以上

設計
審査

40mm未満
給 水 装 置 工 事
配 管 技 能 者

№
40mm以上

申請内容は、札幌市指定給水装置工事事業者と十分に協議して決めたものであり、この工事に関連する一切の責任は申
込者及び代理人で負います。

貯 水 時 間 （             ） / 10 day

業務係長 業　務　係

◎誓約事項（お読みのうえ、申込書に記入し手続きをしてください。）

総 容 量 ｍ3 有 効 容 量 ｍ3

ﾒｰﾀｰ口径 件 数 手 数 料 ( 円 / 金 額 （ 円 ） 合 計 額 （ 円 ） 収入確認

手 数 料 階 □ （ ）

受 水 槽 容 量

給 水 装 置 工 事
主 任 技 術 者

№

給水装置課長
　　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　(□上旬・□中旬・□下旬)

階
□ 受 水 槽 □ 事 務 所

代 表 者 地下
□

地上

個 

 □

□ 集 合 住 宅

住宅・事務所併用
□ 直結加圧

号 住 所
□ 直結直圧

電 話 会 社 名

№
給

水

装

置

工
事
施
行
者

給水方式 階　層 用　　　　途
第 －

メーター器種・設置場所・口径別数量

道 路 種 別

氏 名
公共下水道使用の有無 有　　・　　無

電 話
直 結 給 水 事 前 協 議 申 請 書 受 付 番 号

　札幌市指定給水装置工事事業者

(              ｍ3/ｈ)

□国道 □市道 □私道

１ 日 最 大 使 用 水 量 ｍ3/ｄ mm
□ 一 般 住 宅

（*の部分は、受水槽の場合のみ記入してください。）

掘削許可№

時間最大使用水量 ｍ3/h □有　　　□無

建築確認年月 　　　　年　　　　月

時間平均使用水量 ＊ ｍ3/h

ｍ3/h

(              ｍ3/ｈ)

建築確認番号

１ 日 最 大 使 用 水 量 ｍ3/ｄ mm

時間最大使用水量 ｍ3/h □有　　　□無

ｍ3/h

(              ｍ3/ｈ)１ 日 最 大 使 用 水 量

時間平均使用水量 ＊

ｍ3/ｄ mm

□ 承 諾 は 取 得 済

時間最大使用水量 ｍ3/h

□ 承 諾 は 未 取 得

　　私(申込者)は、本様式に記載の誓約事項、承諾事項及び申請内容を確認し、同意した上で申し込みます。
　申し込みに係ること及び施行については、下記の代理人に委任します。

　上記の事項について受任いたしました。

住 所

□有　　　□無

土 地 所 有 者 年 月 日

時間平均使用水量 ＊

使用水量 口径 流量調整の有無

利 害 関 係 人
確 認 欄

確 認 事 項 住　　所　　・　　氏　　名 工  事  着  手  予  定
豊平 清田

西 手稲
年 月 日

申 込 者

現 住 所

ふ り が な

白石 厚別氏 名

　

工　事　完　了　予　定

～ 申　込　受　付

中央
給 水 栓 番 号

給 水 装 置 場 所 札幌市 　　　　　区

北

指　示　及　び　確　認　事　項　の　内　容

改造申請済 年 月 日

臨給申請済 年

南

東

□

　　　　給水装置新設（兼　設計審査）申込書
撤去申請済 年 月 日

月 日

(あて先)札幌市水道事業管理者 

□

手 数 料 に 係 る 減 免 措 置 願 い
　本申請は、メーター設置数が複数栓であることから設計審査手数料及び検査手数料の減免を申し出ます。

　本申請は、既設の受水槽方式の共同住宅において、既設建物のまま給水方式を直結式給水に切替えるものであることから、
水道利用加入金及び設計審査手数料並びに検査手数料の免除を申し出ます。

遠隔指示式

直 読 式

個 

個 

個  □ φ13

メ  ー  タ  ー  出  庫  予  定

メーター器種 設置場所 口　径 数　量

 乾式デジタル

 表示部回転

 個別・集中

□ 無 線 式

 □ φ

 □ φ

□ 屋 外

□ 屋 内

 □

 □

 □ φ

特記事項

指示事項
申
込
時

し

ゅ
ん
功
時

使    用    水    量    及    び
メ ー タ ー 口 径 の 算 出 書

水 理 計 算 書 メ ー タ ー 口 径 の 決 定

□有　　　□無

<変更点>
・押印廃止
・利害関係人同意欄を確認欄に変更(記名及びチェック欄への記入)
※様式の変更により、利害関係者からの承諾や利害関係者への
　通知などが不要となるものではございません。

<変更点>
・文言の修正

<変更点>
・押印廃止に伴い、承諾印を得る旨の記載を削除
・誓約事項と承諾事項に整理
・申込者が給水条例などの規定などに同意した上で、申込みを行う旨を記載
・給水装置を撤去する際の負担について記載
・その他、文言の修正など

(新様式)



の 総 計 (

ｍ3

（             ） / 10 day

加 入 金

　　　　　　　　　の中を記入してください。（※ について、法人の場合は代表者印で押印してください。）

受託検査員

検査係長 検　査　係

審査係長 審　査　係

給水装置課長 業務係長 業　務　係

し　ゅ　 ん　功

工 事 し ゅ ん 功 日

基 礎
個 金額（

㎜

金額（個

手数料 (円/件） 金　額 （円）ﾒｰﾀｰ口径 件数

収入確認

収入確認

40㎜以上

日月

新 設 工 事 番 号

係わる撤去・改造

)円

加 入 金

控 除 の φ ）

φ

受 水 槽 容 量

ｍ3/ｄ mm (              ｍ3/ｈ)

㎜

月

ｍ3/h

（ □上旬 ・ □中旬 ・ □下旬 ）

）

年

給 水 栓 番 号

 □ 集 中

メーター器種

＊

時間最大使用水量

メ  ー  タ  ー  出  庫  予  定

時間平均使用水量

（*の部分は、受水槽の場合のみ記入してください。）

№

ｍ3/ｄ mm

□有　　　□無時間最大使用水量

ｍ3/h＊時間平均使用水量
(              ｍ3/ｈ)

ｍ3/h

貯 水 時 間

ｍ3 有 効 容 量総 容 量

 □ φ 個 

□ 屋内  □ φ 個 

□ 無 線 式  □ φ 個 

 遠隔指示式

□有　　　□無

個 

 □ 表示部回転  □ φ20 個 
□ 屋外

 □ φ13

 □ 個 別

協　議　及　び　確　認　事　項　の　内　容

事前協議事項

申
込
時

し

ゅ
ん
功
時

指 示 事 項

特 記 事 項

確
認
事
項

使    用    水    量    及    び
メ ー タ ー 口 径 の 算 出 書 流量調整の有無口径使用水量

月

□有　　　□無

　当該給水装置工事の申し込みは、メーター設置数が複数栓であることから設計審査手数料及び検査手数料の減免をお願いいたします。

　当該給水装置工事の申し込みは、既設の受水槽方式の共同住宅において、既設建物のまま給水方式を直結式給水方式に切替えるも
のであることから、水道利用加入金及び設計審査手数料並びに検査手数料の免除をお願いいたします。

□

□

手　数　料　に　係　る　減　免　措　置　願　い

手稲

メ ー タ ー 口 径 の 決 定水理計算書

臨給申請済

年

（あて先）　札幌市水道事業管理者　

月

 

日撤去申請済

日年

　私（申込者）は、下記の者を代理人として選定し、次の事項を委任します。
1

　私は、当該臨時給水新設・撤去及びこれに係わる工事に同意します。

工事の申し込みに関すること。

加 入 金 調 定 番 号

金額（

加入金控除に 収入確認

φ ㎜

新設・撤去・改造工事番号

）

新設加入金計（

年

)円

撤去・改造加入金計（

(

工 事 完 了 日

（減免・免除）

40㎜未満

月年

φ

検査手数料調定番号は、新設工事番号の下５ケタ目が２

同 時 撤 去 給 水 栓 番 号 （ 加 控 除 № ）

）

収入確認

給

水

装

置

㎜

手　　　数　　　料

事 務 所

（減免・免除）

40㎜未満

工事
検査

合計額 （円）

設計
審査

40㎜以上

40㎜未満

□

給水方式

手数料に係る減免措置願い □裏面の理由により、手数料の減免をお願いいたします。

第 －

住 所

電 話

2
3

氏 名

4 メーター補償費の納付及び還付金受領に関すること。

号 住 所

～

札   幌   市 　　　　　区

 

その他工事手続きに関すること。

住　　所　　・　　氏　　名

 

手数料の納付及び還付金の受領に関すること。

 

建築確認年月

道 路 種 別

直 結 給 水 事 前 協 議 申 請 書 受 付 番 号

公共下水道使用の有無

□国道 □市道 □私道

　　　　年　　　　月

建築確認番号

№

　札幌市指定給水装置工事事業者
工
事
施
行
者 代 表 者

給 水 装 置 工 事
主 任 技 術 者

　上記の事項について受任いたしました。

□ 受 水 槽

電 話

階

□

掘削許可№

会 社 名

□ 直 結 直 圧

№

□地上

□

新　　　　　設

40㎜以上

撤　　　　　去

　　同時改造による減口径
　　　　　　φ　　　　㎜　　　→　　　φ　　　　㎜

φ ㎜ 個 金 額 （ ）
φ ㎜ 個 金 額 （ ）
φ ㎜ 個 金 額 （ ）

）個

金額（個

同 時 改 造 （ 減 口 径 ） 給 水 栓 番 号

計

）

=

40㎜未満

)
消費税等相当額

+ (
加　　入　　金

円

　　 施工します。なお、これに要する費用は、水道局が負担します。

(1) 水道の使用をやめるときや使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(4)

(2)
(3)

□有　　□無

給水装置新設（兼　設計審査）申込書

臨 時 給 水 調 定 番 号審査手数料調定番号は、新設工事番号の下５ケタ目が１

40㎜以上

土 地 所 有 者

◎お読みのうえ、申込書に記入し手続きをしてください。

　　１．建物・土地所有者以外の方（借家人等）がお申し込みの場合は、建物・土地所有者の承諾印を得てください。
　　２．設計の内容は、札幌市指定給水装置工事事業者と十分に協議して決めてください。
　　３．利害関係同意事項で申請後に利害関係人その他から異議が生じても、水道局は責任を負いません。
　　４．当申し込みに係る代理人若しくは給水装置施行者に変更があったときは、届出をしてください。

◎給水装置の管理等についてご承知ください。

用途やメーター口径の変更など、水道料金の算定の基準となる事項に変更があるとき。

　　 れがあります。　また、これらの断水・減水等のため、損害を生ずることがあっても水道局は、その責任を負いません。

代理人若しくは管理人に変更があったとき、又は住所に変更があったとき。

１ 日 最 大 使 用 水 量

一 般 住 宅

用　　　　途階　層

有　　・　　無

メーター器種・設置場所・口径別数量

１ 日 最 大 使 用 水 量

口　径 数　量

ｍ3/h

給水装置の所有者に変更があったとき。

　　４．配水管・配水補助管の布設等で給水装置の切替えが必要なときは、所有者又は使用者の申し込みがなくても水道局が

　　５．次の場合は、届出してください。

□ 住宅・事務所併用

業務係長 業　務　係

給 水 装 置 工 事
配 管 技 能 者

審　　　　　　査

南

北 東

白石 厚別

中央

　　３．メーターの設置場所には、その計量又はこれらの機能を妨害するような物件又は工作物を設置しないでください。

　　１．給水装置は、所有者又は使用者が維持管理し、これらに要する修繕等の費用は、所有者又は使用者の負担です。
　　２．配水管の切替工事及び事故等により止むを得ず、計画的あるいは緊急に断水・減水したり、又は濁水が発生する恐

マ ン シ ョ ン
階

 直読式
 □ 乾式デジタル

設置場所

日

申　込　受　付

□ 直 結 加 圧

豊平

受託業務責任者

清田

西

地下

（ ）

給水装置課長

給 水 装 置 場 所

申 込 者

現 住 所

ふ り が な

氏 名

同 意 事 項

利 害 関 係 人 建 物 所 有 者

同 意 欄

（※委任しない事項がある場合は、棒線及び押印で抹消してください。）

 

工  事  着  手  予  定

年　　　月　　　日

工　事　完　了　予　定

年　　　月　　　日

（法人の場合は、代表者印で押印してください。）

(旧様式)



ゅ

ん

功

　

　

(3)給水装置の所有者に変更があったとき。
年 月 日 年 月

の中を記入して下さい。

5 次の場合は、届出してください。
(1)水道の使用をやめるときや使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2)用途やメーター口径の変更など、水道料金の算定の基準となる事項に変更があるとき。

1 給水装置は、所有者又は使用者が維持管理し、これらに要する修繕等の費用は、所有者又は使用者の負担です。

給水管の切替工事及び事故等により止むを得ず、計画的あるいは緊急に断水・減水したり、又は濁水が発生する恐れが
あります。これらの断水・減水等のため、損害を生ずることがあっても水道局は、その責任を負いません。

3 メーターの設置場所には、その計量又はこれらの機能を妨害するような物件又は工作物を設置しないでください。

配水管・配水補助管の布設等で給水装置の切替えが必要なときは、所有者又は使用者の申し込みがなくても水道局が施
行します。なお、これに要する費用は、水道局が負担します。

申請内容は、札幌市指定給水装置工事事業者と十分に協議して決めたものであり、この工事に関連する一切の責任は申
込者及び代理人で負います。

4 本申請に係る代理人若しくは給水装置工事施行者に変更があった時は、届出を行います。
5 設置した給水装置を使用する見込みがなくなったときは、自己の負担により撤去します。

◎承諾事項

貯 水 時 間 （             ） / 10 day

◎誓約事項（お読みのうえ、申込書に記入し手続きをしてください。）
1 札幌市水道事業給水条例、札幌市水道事業給水条例施行規定、その他札幌市水道事業管理者が定める規定に同意し

た上で、本申請を申し込みます。

メ  ー  タ  ー  出  庫  予  定

　　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　(□上旬・□中旬・□下旬)

受 水 槽 容 量

総 容 量 ｍ3 有 効 容 量 ｍ3

遠隔指示式  □  個別・集中
□ 屋 内

 □ φ 個 

□ 無 線 式  □ φ 個 

直 読 式
 □  乾式デジタル

□ 屋 外
 □ φ13 個 

 □  表示部回転  □ φ 個 

mm

（*の部分は、受水槽の場合のみ記入してください。）

メーター器種・設置場所・口径別数量
メーター器種 設置場所 口　径 数　量

ｍ3/h □有　　　□無
時間平均使用水量 ＊ ｍ3/h

(              ｍ3/ｈ)１ 日 最 大 使 用 水 量 ｍ3/ｄ

□有　　　□無
時間平均使用水量 ＊ ｍ3/h

(              ｍ3/ｈ)１ 日 最 大 使 用 水 量 ｍ3/ｄ mm

□有　　　□無
時間平均使用水量 ＊ ｍ3/h

１ 日 最 大 使 用 水 量 ｍ3/ｄ mm

使    用    水    量    及    び
メ ー タ ー 口 径 の 算 出 書

水 理 計 算 書 メ ー タ ー 口 径 の 決 定

□有　　　□無 使用水量 口径 流量調整の有無

指　示　及　び　確　認　事　項　の　内　容

指示事項
申
込
時

し

ゅ
ん
功
時

特記事項

2 本申請に関する利害関係人その他の者から異義があった場合、申込者の責任において解決します。

4

2

日

し　ゅ　 ん　功

検　査　係

工 事 し ゅ ん 功 日

3

　　　　給水装置改造（兼　設計審査）申込書
撤去申請済 年 月 日

臨給申請済 年 月 日

手 数 料 に 係 る 減 免 措 置 願 い
□ 　本申請は、メーター設置数が複数栓であることから設計審査手数料及び検査手数料の減免を申し出ます。

(あて先)札幌市水道事業管理者 

南

東

中央

北

□ 　本申請は、既設の受水槽方式の共同住宅において、既設建物のまま給水方式を直結式給水に切替えるものであることから、
水道利用加入金及び設計審査手数料並びに検査手数料の免除を申し出ます。

新設申請済 年 月 日

白石

～ 申　込　受　付

電 話

給 水 装 置 場 所 札幌市 　　　　　区

号

会 社 名

　

給 水 栓 番 号

道 路 種 別

厚別

住 所

工　事　完　了　予　定
西 手稲

年 月 日

工  事  着  手  予  定
豊平 清田

建築確認番号

年 月 日

□国道 □市道 □私道

(              ｍ3/ｈ)

時間最大使用水量 ｍ3/h

建築確認年月 　　　　年　　　　月

掘削許可№

　上記の事項について受任いたしました。

公共下水道使用の有無 有　　・　　無

直 結 給 水 事 前 協 議 申 請 書 受 付 番 号

時間最大使用水量 ｍ3/h

時間最大使用水量

地上 □ 一 般 住 宅
□ 直結直圧

№

給水方式 階　層 用　　　　途

代 表 者

□ 集 合 住 宅
階

□ 受 水 槽 □ 事 務 所
地下

□ 住宅・事務所併用
直結加圧

階 □ （ ）
給 水 装 置 工 事
主 任 技 術 者

№
ﾒｰﾀｰ口径 件 数 手 数 料 ( 円 / 金 額 （ 円 ） 合 計 額 （ 円 ） 収入確認

手 数 料
□

設計
審査

給 水 装 置 工 事
配 管 技 能 者

№

（減免・免除）
審　　　　　　査

収入確認 給水装置課長 業務係長 業　務　係

収入確認 審　査　係

（減免・免除）

㎜

工事
検査

審査係長

）

新　　　　　設 撤　　　　　去
加 入 金

φ

業務係長 業　務　係

個 金額（

給水装置課長

） φ ㎜ 個 金 額 （ ）
φ ㎜ 個 金 額 （ ）
φ ㎜ 個 金 額 （ ）

個 金額（

個 金額（

）

㎜控 除 の φ ）

φ

㎜φ

㎜ 個

係わる撤去・改造

同 時 撤 去 給 水 栓 番 号 （ 加 控 除 № ）加入金控除に

基 礎

加 入 金 調 定 番 号 収入確認

　　同時改造による減口径
　　　　　　φ　　　　㎜　　　→　　　φ　　　　㎜金額（

新設・撤去・改造工事番号

検査係長

同 時 改 造 （ 減 口 径 ） 給 水 栓 番 号

改 造 工 事 番 号

加　　入　　金

円

□有　　□無

受託検査員

計

撤去・改造加入金計（　　　　　　　　　　　　　　　）
加　入　金

の　総　計 ) ( 円

工 事 完 了 日

(
消費税等相当額

) =

受託業務責任者

)
円

ふ り が な申 込 者

氏 名

利 害 関 係 人
確 認 欄

確 認 事 項 住　　所　　・　　氏　　名

土 地 所 有 者

現 住 所

氏 名

電 話

　札幌市指定給水装置工事事業者
給

水

装

置

検査手数料調定番号は、新設工事番号の下５ケタ目が２

審査手数料調定番号は、新設工事番号の下５ケタ目が１ 臨 時 給 水 調 定 番 号

+

新設加入金計（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(

工
事
施
行
者

第 －

　　私(申込者)は、本様式に記載の誓約事項、承諾事項及び申請内容を確認し、同意した上で申し込みます。
　申し込みに係ること及び施行については、下記の代理人に委任します。

住 所

□ 承 諾 は 取 得 済

□ 承 諾 は 未 取 得

<変更点>
・文言の修正

(新様式)

<変更点>
・押印廃止に伴い、承諾印を得る旨の記載を削除
・誓約事項と承諾事項に整理
・申込者が給水条例などの規定などに同意した上で、申込みを行う旨を記載
・給水装置を撤去する際の負担について記載
・その他、文言の修正など

<変更点>
・押印廃止
・利害関係人同意欄を確認欄に変更(記名及びチェック欄への記入)
※様式の変更により、利害関係者からの承諾や利害関係者への
　通知などが不要となるものではございません。



収入確認

収入確認

工 事 完 了 日 工 事 し ゅ ん 功 日

年 月 日 年 月

（減免・免除）

□裏面の理由により、手数料の減免をお願いいたします。

手　　　数　　　料

ﾒｰﾀｰ口径 件数 手数料 (円/件） 金　額 （円） 合計額 （円） 収入確認

設計
審査

　　　　　　　　　の中を記入してください。（※ について、法人の場合は、代表者印で押印してください。）

日

審　　　　　　査

給水装置課長 業務係長 業　務　係

審査係長 審　査　係

し　ゅ　 ん　功

給水装置課長 業務係長 業　務　係

検査係長 検　査　係

受託業務責任者

申　込　受　付

給 水 装 置 工 事
配 管 技 能 者

□ 直 結 加 圧

豊平

掘削許可№

№

南

北 東

白石 厚別

中央

　　５．次の場合は、届出してください。
(1) 水道の使用をやめるときや使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

受託検査員

メーター器種・設置場所・口径別数量

メーター器種

代理人若しくは管理人に変更があったとき、又は住所に変更があったとき。

(2)

　　３．メーターの設置場所には、その計量又はこれらの機能を妨害するような物件又は工作物を設置しないでください。
　　４．配水管・配水補助管の布設等で給水装置の切替えが必要なときは、所有者又は使用者の申し込みがなくても水道局が

　　１．給水装置は、所有者又は使用者が維持管理し、これらに要する修繕等の費用は、所有者又は使用者の負担です。
　　２．配水管の切替工事及び事故等により止むを得ず、計画的あるいは緊急に断水・減水したり、又は濁水が発生する恐

給水装置の所有者に変更があったとき。
用途やメーター口径の変更など、水道料金の算定の基準となる事項に変更があるとき。

　　 施工します。なお、これに要する費用は、水道局が負担します。

◎お読みのうえ、申込書に記入し手続きをしてください。

　　１．建物・土地所有者以外の方（借家人等）がお申し込みの場合は、建物・土地所有者の承諾印を得てください。
　　２．設計の内容は、札幌市指定給水装置工事事業者と十分に協議して決めてください。
　　３．利害関係同意事項で申請後に利害関係人その他から異議が生じても、水道局は責任を負いません。
　　４．当申し込みに係る代理人若しくは給水装置施行者に変更があったときは、届出をしてください。

◎給水装置の管理等についてご承知ください。

　　 れがあります。　また、これらの断水・減水等のため、損害を生ずることがあっても水道局は、その責任を負いません。

(3)
(4)

手　数　料　に　係　る　減　免　措　置　願　い

一 般 住 宅

マ ン シ ョ ン

□地上

清田

西

用　　　　途

　札幌市指定給水装置工事事業者
工
事
施
行
者 代 表 者

手稲

□有　　□無

給水装置改造（兼　設計審査）申込書

臨 時 給 水 調 定 番 号

加 入 金

審査手数料調定番号は、改造工事番号の下５ケタ目が１

)の 総 計 + (
加　　入　　金

( )円円

計

)

撤去・改造加入金計（

円

）

消費税等相当額

(

改 造 工 事 番 号

係わる新設・改造・撤去

新設・改造・撤去工事番号

同 時 改 造 （ 減 口 径 ） 給 水 栓 番 号

φ ㎜ 個 金 額 （ ）
φ ㎜ 個 金 額 （ ）
φ ㎜ 個 金 額 （ ）

）

㎜

個

）

金額（

加入金控除に

）

φ

撤　　　　　去

個
　　同時改造による減口径
　　　　　　φ　　　　㎜　　　→　　　φ　　　　㎜

№

□

階
□

給 水 装 置 工 事
主 任 技 術 者

□ 受 水 槽

□ 直 結 直 圧

住宅・事務所併用

□階

地下

（ ）

□ 事 務 所
号 住 所

会 社 名

電 話 階　層

№

給水方式

有　　・　　無

直 結 給 水 事 前 協 議 申 請 書 受 付 番 号

公共下水道使用の有無

□国道 □市道 □私道

　　　　年　　　　月

建築確認番号

（※委任しない事項がある場合は、棒線及び押印で抹消してください。）
　上記の事項について受任いたしました。

3

工事の申し込みに関すること。
2

道 路 種 別

工  事  着  手  予  定

 

 
工　事　完　了　予　定

年　　　月　　　日

札   幌   市 　　　　　区

氏 名  

　私は、当該臨時給水新設・撤去及びこれに係わる工事に同意します。

 

住　　所　　・　　氏　　名

㎜

住 所

電 話

第 －

氏 名

工事
検査

控 除 の φ

手数料に係る減免措置願い

（減免・免除）

新　　　　　設
）金額（

加 入 金 調 定 番 号

　私（申込者）は、下記の者を代理人として選定し、次の事項を委任します。
1

給

水

装

置

建築確認年月

4

その他工事手続きに関すること。
手数料の納付及び還付金の受領に関すること。
メーター補償費の納付及び還付金受領に関すること。

新設加入金計（

検査手数料調定番号は、改造工事番号の下５ケタ目が２

同 時 撤 去 給 水 栓 番 号 （ 加 控 除 № ）

）

=

加 入 金
φ

申
込
時

収入確認

基 礎
個 金額（

φ

年 月 日新設申請済

日年 月

□有　　　□無

メ ー タ ー 口 径 の 決 定水 理 計 算 書

指 示 事 項

特 記 事 項

確
認
事
項

使    用    水    量    及    び
メ ー タ ー 口 径 の 算 出 書 流量調整の有無使用水量 口径

１ 日 最 大 使 用 水 量 ｍ3/ｄ

時間最大使用水量

ｍ3/h＊

ｍ3/h

mm

□有　　　□無

個 

□ 屋内

mm

設置場所 口　径 数　量

(              ｍ3/ｈ)

（*の部分は、受水槽の場合のみ記入してください。）

個 

 □　乾式デジタル 個 

 □　表示部回転 個 
□ 屋外

 □ φ13

 □　個 別  □ φ

(

 遠隔指示式
 □ φ

受 水 槽 容 量

年 月 （ □上旬 ・ □中旬 ・ □下旬 ）

協　議　及　び　確　認　事　項　の　内　容

事前協議事項

貯 水 時 間

ｍ3

)  /  10 day

総 容 量

個 

時間平均使用水量

１ 日 最 大 使 用 水 量

給 水 栓 番 号

給 水 装 置 場 所

申 込 者

現 住 所

ふ り が な

　当該給水装置工事の申し込みは、メーター設置数が複数栓であることから設計審査手数料及び検査手数料の減免をお願いいたします。

　当該給水装置工事の申し込みは、既設の受水槽方式の共同住宅において、既設建物のまま給水方式を直結式給水方式に切替えるも
のであることから、水道利用加入金及び設計審査手数料並びに検査手数料の免除をお願いいたします。

（あて先）　札幌市水道事業管理者　

撤去申請済
～

□

㎜

㎜

金額（個

□

ｍ3/h

し

ゅ
ん
功
時

ｍ3 有 効 容 量

 □　集 中

(              ｍ3/ｈ)

時間最大使用水量

メ  ー  タ  ー  出  庫  予  定

ｍ3/ｄ

時間平均使用水量

令和

□有　　　□無
＊ ｍ3/h

 直読式
 □ φ20

□　無 線 式  □ φ

年　　　月　　　日

同 意 事 項

利 害 関 係 人 建 物 所 有 者

同 意 欄 土 地 所 有 者

 

（法人の場合は、代表者印で押印してください。）

(旧様式)



　

　　２　設計の内容は、札幌市指定給水装置工事事業者と十分に協議して決めてください。

手 数 料 に 係 る 減 免 措 置 願 い
□ 　本申請は、メーター設置数が複数栓であることから設計審査手数料及び検査手数料の減免を申し出ます。
□ 　本申請は、既設の受水槽方式の共同住宅において、既設建物のまま給水方式を直結式給水に切替えるものであることから、

水道利用加入金及び設計審査手数料並びに検査手数料の免除を申し出ます。

□ 受 水 槽

豊平 清田

厚別

直結加圧

道 路 種 別

　　　　給水装置撤去（兼　設計審査）申込書
新設申請済

臨給申請済

給 水 栓 番 号

工  事  着  手  予  定

申 込 者

年 月 日

改造申請済 年 月 日

年 月 日

(あて先)札幌市水道事業管理者 

南
～ 申　込　受　付

中央
給 水 装 置 場 所 札幌市 　　　　　区

北 東現 住 所

白石

ふ り が な

年 月 日

住 所

掘削許可№

年 月 日

工　事　完　了　予　定
西 手稲

　　私(申込者)は、本様式に記載の誓約事項及び申請内容を確認し、同意した上で申し込みます。
　申し込みに係ること及び施行については、下記の代理人に委任します。

住 所

氏 名

□ 承 諾 は 取 得 済

一 般 住 宅

集 合 住 宅

□ 事 務 所

住宅・事務所併用

特 記 事 項

事 前 協 議 事 項

指 示 事 項

( 撤 去 対 象 建 物 の 状 況 )

給水方式 階層 用　途

□国道 □市道 □私道

□

申

込

時

し

ゅ

ん

功

時

ﾒｰﾀｰ口径 件 数 手 数 料 ( 円 / 金 額 （ 円 ） 合 計 額 （ 円 ）

工事
検査

収入確認

収入確認

（減免・免除）

設計
審査

　　　　　　　　の中を記入してください。

1

新設 ・ 改造工事番号

審査係長 審　査　係

給水装置課長

氏 名

利 害 関 係 人
確 認 欄

確 認 事 項 住　　所　　・　　氏　　名

－

土 地 所 有 者

　上記の事項について受任いたしました。

　

□ 承 諾 は 未 取 得

電 話

　札幌市指定給水装置工事事業者
給

水

装

置

工
事
施
行
者

第

会 社 名

代 表 者

電 話

号

項　　　目 メーター口径 件　数 単　価（円/件）

（減免・免除）

金　　　額　（円）

し　ゅ　 ん　功

□

□

□

収入確認

業　務　係

□

№

（ ）
( 撤 去 水 道 メ ー タ ー )

□ 直結直圧

地下

階

階

地上

給 水 装 置 工 事
配 管 技 能 者

№

□有　　　　　　□無

加 入 金 控 除 に 係 わ る
新 設 ・ 改 造 の 有 無

給 水 装 置 工 事
主 任 技 術 者

審　　　　　　査
給水装置課長 業務係長

業務係長 業　務　係

検査係長 検　査　係

受託業務責任者 受託検査員

工 事 し ゅ ん 功 日

年 月 日 年 月 日

小　　　　　　　計
消費税等相当額

計

工 事 完 了 日

審査手数料調定番号は、新設工事番号の下５ケタ目が１

検査手数料調定番号は、新設工事番号の下５ケタ目が２

撤　 去　 工　 事　 番　 号

確

認

事

項

◎誓約事項（お読みのうえ、申込書に記入し手続きをしてください。）

札幌市水道事業給水条例、札幌市水道事業給水条例施行規定、その他札幌市水道事業管理者が定める規定に同
意した上で、本申請を申し込みます。

2 本申請に関する利害関係人その他の者から異義があった場合、申込者の責任において解決します。

3

協　議　及　び　確　認　事　項　の　内　容

手 数 料

φ　　　　㎜　　　　個　・　φ　　　　㎜
個

設計の内容は、札幌市指定給水装置工事事業者と十分に協議して決めたものであり、この工事に関連する一切の責
任を申込者及び代理人で負います。

4 当申し込みに係る代理人若しくは給水装置施行者に変更があった時は、届出をします。

5 メーターを返納できない場合は、メーター補償費を支払います。

<変更点>
・押印廃止に伴い、承諾印を得る旨の記載を削除
・誓約事項とし、申込者が給水条例などの規定などに同意した上で、申込みを行う旨を記載
・その他、文言の修正

<変更点>
・文言の修正

(新様式)

<変更点>
・押印廃止
・利害関係人同意欄を確認欄に変更(記名及びチェック欄への記入)
※様式の変更により、利害関係者からの承諾や利害関係者への
　通知などが不要となるものではございません。



審　査　係

受託業務責任者 受託検査員

し　ゅ　 ん　功

給水装置課長 業務係長 業　務　係

検査係長 検　査　係

年 月 日

工 事 完 了 日 工 事 し ゅ ん 功 日

審　　　　　　査

給水装置課長 業務係長 業　務　係

審査係長

（減免・免除）

加 入 金 控 除 に 係 わ る
新 設 ・ 改 造 の 有 無

φ      ㎜      個

工事
検査

ﾒｰﾀｰ口径 件数

道 路 種 別

地下

・

1

手　　　数　　　料

手数料に係る減免措置願い □裏面の理由により、手数料の減免をお願いいたします。

住 所

（※委任しない事項がある場合は、棒線及び押印で抹消してください。）

2

電 話

給水装置撤去（兼 設計審査）申込書

号

住　　所　　・　　氏　　名

4

小　　　　　　　計

給 水 栓 番 号

工事の申し込みに関すること。

計

同　時　新　設　・　改　造　給　水　栓　番　号

□

□国道 □市道 □私道

　私（申込者）は、下記の者を代理人として選定し、次の事項を委任します。

その他工事手続きに関すること。

工  事  着  手  予  定

項　　　目 メーター口径

φ      ㎜      個

マ ン シ ョ ン

撤　 去　 工　 事　 番　 号 新設 ・ 改造工事番号

消費税等相当額

市 費 工 事
の 有 無

電 話

給 水 装 置 工 事
主 任 技 術 者

収入確認

会 社 名

（減免・免除）

　上記の事項について受任いたしました。

設計
審査

 氏 名

第

　私は、当該臨時給水新設・撤去及びこれに係わる工事に同意します。

　　４　メーターを返納できない場合は、メーター補償費を徴収します。

手数料の納付及び還付金の受領に関すること。
メーター補償費の納付及び還付金受領に関すること。

地上

－

給水方式

協　議　及　び　確　認　事　項　の　内　容

事 前 協 議 事 項

厚別

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

特 記 事 項

　　５　当申し込みに係わる代理人若しくは給水装置施行者に変更があったときは、届出をしてください。

◎お読みのうえ、申込書に記入し手続きをしてください。

　　１　建物・土地所有者以外の方（借家人等）がお申し込みの場合は、建物・土地所有者の承諾印を得てください。

　　２　設計の内容は、札幌市指定給水装置工事事業者と十分に協議して決めてください。

　　３　利害関係同意事項で後日、利害関係人その他から異議が生じても、水道局は責任を負いません。

し

ゅ

ん

功

時

確

認

事

項

申

込

時
一 般 住 宅

指 示 事 項

手稲

清田

年 月

用　　途

白石

豊平

掘削許可№

（撤　去　水　道　メ　ー　タ　ー）

日新設申請済

日

申　込　受　付

階層

□ 直 結 直 圧

□ 受 水 槽

年 月

 北

（あて先）　札幌市水道事業管理者　

中央 南

東

手　数　料　に　係　る　減　免　措　置　願　い

□ 　当該給水装置工事の申し込みは、メーター設置数が複数栓であることから設計審査手数料及び検査手数料の減免をお願いいたします。

□
　当該給水装置工事の申し込みは、既設の受水槽方式の共同住宅において、既設建物のまま給水方式を直結式給水方式に切替えるも
のであることから、水道利用加入金及び設計審査手数料並びに検査手数料の免除をお願いいたします。

臨給申請済

住 所

　札幌市指定給水装置工事事業者

西

□

（撤　去　対　象　建　物　の　状　況）

階

 
工　事　完　了　予　定

収入確認

手数料 (円/件） 金　額 （円） 合計額 （円） 収入確認

年 日

金　　　額　（円）件　数 単　価（円/件）

 

 

□有　　　　□無

　　　　　　　　　の中を記入してください（※ について、法人の場合は代表者印で押印してください）

□有　　　　□無

審査手数料調定番号は、撤去工事番号の下５ケタ目が１
検査手数料調定番号は、撤去工事番号の下５ケタ目が２
メーター補償費調定番号は、撤去工事番号の下５ケタ目が４となります

～

　　　　　区札   幌   市

月

給 水 装 置 工 事
配 管 技 能 者

№

事 務 所

住宅・事務所併用□

建 物 所 有 者

同 意 欄 土 地 所 有 者

階
□□ 直 結 加 圧

利 害 関 係 人

3

給 水 装 置 場 所

申 込 者

現 住 所

ふ り が な

氏 名

同 意 事 項

給

水

装

置

工
事
施
行
者

□

№
代 表 者

φ      ㎜      個 ・ φ      ㎜      個

（ ）（法人の場合は、代表者印で押印してください）

(旧様式)



　

　

年 月 ( □ 上 旬 ・ □ 中 旬 ・ □ 下 旬 )

 □ φ 個 

□ 無 線 式  □ φ 個 

メ  ー  タ  ー  出  庫  予  定

 遠隔指示式  □ 
□ 屋内

 直読式
 □ 乾式デジタル

□ 屋外
 □ φ13 個 

 □ 表示部回転  □ φ 個 

メーター器種・設置場所・口径別数量

メーター器種 設置場所 口　径 数　量

１ 日 最 大 使 用 水 量 ｍ3/ｄ mm

使用水量 口径

時間最大使用水量 ｍ3/h

給水管の切替工事及び事故等により止むを得ず、計画的あるいは緊急に断水・減水したり、又は濁水が発生する恐れが
あります。これらの断水・減水等のため、損害を生ずることがあっても水道局は、その責任を負いません。

本申請に係る代理人若しくは給水装置工事施行者に変更があった時は、届出を行います。

申請内容は、札幌市指定給水装置工事事業者と十分に協議して決めたものであり、この工事に関連する一切の責任は申
込者及び代理人で負います。

本申請に関する利害関係人その他の者から異義があった場合、申込者の責任において解決します。

指示事項
申
込
時

し

ゅ
ん
功
時

◎誓約事項（お読みのうえ、申込書に記入し手続きをしてください。）

 臨 再 メ ー タ ー

特記事項
(確認事項)

(3)給水装置の所有者に変更があったとき。
(2)用途やメーター口径の変更など、水道料金の算定の基準となる事項に変更があるとき。
(1)水道の使用をやめるときや使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
次の場合は、届出してください。

配水管・配水補助管の布設等で給水装置の切替えが必要なときは、所有者又は使用者の申し込みがなくても水道局が施
行します。なお、これに要する費用は、水道局が負担します。

メーターの設置場所には、その計量又はこれらの機能を妨害するような物件又は工作物を設置しないでください。

の中を記入して下さい。

年 月 日 年 月 日

受託業務責任者 受託検査員

審査手数料調定番号は、新設・撤去工事番号の下５ケタ目が１

5

検査手数料調定番号は、新設・撤去工事番号の下５ケタ目が２

備　考 4

2

工 事 完 了 日 工 事 し ゅ ん 功 日

新設工事番号 撤去工事番号 臨時給水調定番号

3

工事
検査

新設工事

◎承諾事項

給水装置課長 業務係長

1 給水装置は、所有者又は使用者が維持管理し、これらに要する修繕等の費用は、所有者又は使用者の負担です。

3

検査係長 検査係

1
収入確認 し ゅ ん 功

撤去工事 1

業務係

4

1 （免除）

2

収入確認

設計
審査

新設工事 1

1 札幌市水道事業給水条例、札幌市水道事業給水条例施行規定、その他札幌市水道事業管理者が定める規定に同意し
た上で、本申請を申し込みます。

審査係長 審査係

撤去工事

項　　　目
ﾒ ｰ ﾀ ｰ 口

径
件 数 手 数 料 （ 円 / 件 ） 金 額 （ 円 ） 収入確認

手 数 料 給水装置課長 業務係長 業務係

給 水 装 置 工
事

No.

□　当該申し込みにおける、撤去工事の設計審査手数料の免除をお願いいたします。配 管 技 能 者

□　当該申し込みにおける、撤去工事の検査手数料の免除をお願いいたします。 審　　　　　　査

代 表 者
給 水 装 置 工

事
No.

主 任 技 術 者
手数料に係る減免措置願い

電 話 会 社 名 　□ その他（　　　　　　　　　　　　）

給

水

装

置

工
事
施
行
者

氏 名 　□ 戸建住宅

電 話 　□ 戸建住宅以外

第 －

住 所 使用目的

　□ イベント事業関係

　札幌市指定給水装置工事事業者 　□ 建築事務所等（　　　　　　　）

号 住 所

道 路 種 別□ 承 諾 は 未 取 得
掘削許可№

　　私(申込者)は、本様式に記載の誓約事項、承諾事項及び申請内容を確認し、同意した上で申し込みます。
　申し込みに係ること及び施行については、下記の代理人に委任します。

水 理 計 算 書
 本 給 水 流 用

公共下水道使用の有無 有　　・　　無　上記の事項について受任いたしました。

メ  ー  タ  ー  口  径 の  決  定

工　事　完　了　予　定
西 手稲

□有　　　　□無
年　　　月 　　 日

利 害 関 係 人
確 認 欄

確 認 事 項 住　　所　　・　　氏　　名

年　　　月  　　日
土 地 所 有 者

　

□国道 □市道 □私道□ 承 諾 は 取 得 済

現 住 所

ふ り が な

白石 厚別
氏 名

工  事  着  手  予  定
豊平 清田

使 用 水 量 及 び
メーター口径の算出書

指　示　及　び　確　認　事　項　の　内　容

給 水 装 置 場 所 札幌市 　　　　　区

北 東

申 込 者

改造申請済 年 月 日

(あて先)札幌市水道事業管理者 

臨　時　給　水 申　込　受　付

中央 南

臨時給水新設・撤去（兼 設計審査）申込書
撤去申請済 年 月 日

新設申請済 年 月 日

<変更点>
・押印廃止に伴い、承諾印を得る旨の記載を削除
・誓約事項と承諾事項に整理
・申込者が給水条例などの規定などに同意した上で、申込みを行う旨を記載

(新様式)

<変更点>
・押印廃止
・利害関係人同意欄を確認欄に変更(記名及びチェック欄への記入)
※様式の変更により、利害関係者からの承諾や利害関係者への
　通知などが不要となるものではございません。



掘削許可№

公共下水道使用の有無 有　　・　　無

使用目的

　□ 戸建住宅

　□ 戸建住宅以外

No.

No.

し ゅ ん 功

　□ 建築事務所等（　　　　　　　）

　□ 地下水枯渇（専用・共用）

　□ イベント事業関係

　□ その他（　　　　　　　　　　　　）
給 水 装 置 工

事
主　任　技　術
給 水 装 置 工

事
配　管　技　能

審　　　　　　査
 □ φ

ｍ3/h

水 理 計 算 書

□有　　□無

時間最大使用水量

 □　乾式デジタル

 □　表示部回転

□ 屋内

（ □上旬 ・ □中旬 ・ □下旬 ）令和

メ  ー  タ  ー  口  径 の  決  定

メーター器種・設置場所・口径別数量

使用水量 口径

ｍ3/ｄ

メーター器種 設置場所

１ 日 最 大 使 用 水 量

個 

mm

数　量口　径

□ 屋外

 □ φ13

 □ φ20

給水装置課長 業務係長 業務係

審査係長 審査係

給水装置課長 業務係長 業務係

工 事 完 了 日 工 事 し ゅ ん 功 日

収入確認

検査係長 検査係

項　　　目

新設工事

ﾒｰﾀｰ口径

臨時給水調定番号

　　　　　　　　　の中を記入してください。（※ について、法人の場合は代表者印で押印してください。）

年 月

撤去工事

受託検査員

－

設計
審査

　札幌市指定給水装置工事事業者

件数

手数料に係る減免措置願い

□　当該申し込みにおける、撤去工事の設計審査手数料の免除をお願いいたします。

金　額（円）手数料（円/件）

□　当該申し込みにおける、撤去工事の検査手数料の免除をお願いいたします。

新設工事

手　　　数　　　料

収入確認

（免除）
収入確認

年 月
臨　時　給　水

給 水 装 置 場 所 札   幌   市 　　　　　区
申　込　受　付

現 住 所

日

清田

南

北 東

白石 厚別

日

（あて先）　札幌市水道事業管理者　

新設申請済 年 月

中央

工  事  着  手  予  定

日月年

撤去申請済

西　私は、当該臨時給水新設・撤去及びこれに係わる工事に同意します。
工　事　完　了　予　定

豊平

同 意 事 項

日 年 月 日

月年 日 手稲

受託業務責任者

年 月

使  用  水  量  及  び
メーター口径の算出書

 □　集 中

 □　個 別

 直読式

 遠隔指示式

　特記事項

確
認
事
項

臨時給水新設・撤去（兼 設計審査）申込書

□国道 □市道 □私道

道 路 種 別

申 込 者

個 

　　２．建物・土地所有者以外の方（借家人等）がお申し込みの場合は、建物・土地所有者の承諾印を得てください。
　　３．設計の内容は、札幌市指定給水装置工事事業者と十分に協議して決めてください。
　　４．利害関係同意事項で申請後に利害関係人その他から異議が生じても、水道局は責任を負いません。

 

 

代 表 者 個 

個 

ふ り が な

氏 名

住　　所　　・　　氏　　名

 利 害 関 係 人

同 意 欄

建 物 所 有 者

土 地 所 有 者

 

2
手数料の納付及び還付金の受領に関すること。

（※委任しない事項がある場合は、棒線及び押印で抹消してください。）

3
メーター補償費の納付及び還付金受領に関すること。4

　上記の事項について受任いたしました。

その他工事手続きに関すること。

住 所

電 話

第

　私（申込者）は、下記の者を代理人として選定し、次の事項を委任します。
1 工事の申し込みに関すること。

 

氏 名

給

水

装

置

号

電 話 会 社 名

住 所
工
事
施
行
者

　　 施工します。なお、これに要する費用は、水道局が負担します。

　　３．メーターの設置場所には、その計量又はこれらの機能を妨害するような物件又は工作物を設置しないでください。
　　４．配水管・配水補助管の布設等で給水装置の切替えが必要なときは、所有者又は使用者の申し込みがなくても水道局が

　　２．配水管の切替工事及び事故等により止むを得ず、計画的あるいは緊急に断水・減水したり、又は濁水が発生する恐
　　 れがあります。また、これらの断水・減水等のため、損害を生ずることがあっても水道局はその責任を負いません。

　　５．当申込に係る代理人若しくは給水装置工事施行者に変更があったときは、届出をしてください。

◎給水装置の管理等についてご承知ください。

　　１．給水装置は、所有者又は使用者が維持管理し、これらに要する修繕等の費用は、所有者又は使用者の負担です。

　　５．次の場合は、届出してください。

（４）

水道の使用をやめるときや使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
用途、メーター口径の変更など、水道料金の算定の基準となる事項に変更があるとき。
給水装置の所有者に変更があったとき。
代理人若しくは管理人に変更があったとき、又は住所に変更があったとき。

（１）
（２）
（３）

撤去工事

協　議　及　び　確　認　事　項　の　内　容

　事前協議事項

　指示事項
申
込
時

し
ゅ
ん
功
時

個 □　無 線 式

 □ φ

 □ φ

工事
検査

メ  ー  タ  ー  出  庫  予  定

◎お読みのうえ、申込書に記入し手続きをしてください。

　　１．新設工事と撤去工事は、別々に申し込むことを原則としていますが、臨時給水においては同時申し込みを認めています。

検査手数料調定番号は、新設・撤去工事番号の下５ケタ目が２

備　考

撤去工事番号

審査手数料調定番号は、新設・撤去工事番号の下５ケタ目が１

新設工事番号

（法人の場合は、代表者印で押印してください。）

(旧様式)



令和　　　年　　　月　　　日
（あて先）
札幌市水道事業管理者

　札幌市中央区大通東１１丁目２３番地

　札幌市中央区大通東１１丁目２３番地

（ 指定道路番号 ―　　　　　　）

利害関係事項 

※ 水道局使用欄

給水栓番号

　この度の給水装置工事に関して、利害関係人について下記のとおり提出します。

　なお、利害関係人その他から異議の申し立てが生じた場合は当方の責任において解決し、

貴水道局に一切の迷惑をかけないことを約束いたします。

給水装置場所

申 込 者 氏 名

利害関係場所

〒060-0041 札幌市中央区大通東１１丁目２３番地
　　札幌市水道局　水道事業管理者
　　　水道局長　三井　一敏

 土地掘削、土地占用、給水管分岐等を記載してください。

住　　所　（利害関係人） 氏　　名　（利害関係人）

利 害 関 係 人 確 認 書

記

(新様式)

<変更点>
・承諾書から利害関係人確認書に変更し、押印を廃止
・文言の修正と項目の整理
※様式の変更により、利害関係者からの承諾や利害関係者への通知
　などが不要となるものではございません。

印の削除



令和　　　年　　　月　　日

（あて先）

札幌市水道事業管理者

申請者　住所

　　　　氏名 　　　　 

　私が利害関係を有する事項について承諾します。

　給水装置設置場所 札幌市　　　区

利害関係事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※建物所有者、土地所有者、給水管分岐、私有地掘削承諾等

住　　　　　所 氏　　　　名

承　　諾　　書

記

　私が申し込みする給水装置工事について、必要な利害関係人の承諾書を下記のとおり
提出します。

　なお、このことについて､後日、利害関係人、その他から異議の申し立てがあっても
当方の責任において解決し、貴水道局に一切の迷惑をかけないことを約束し本書を提出
いたします。

(旧様式)



旧 様 式 新 様 式 摘 要 

装 38 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

札幌市水道局事業管理者 

水道局長           様 

 

（住所） 

（組合名）            水道組合 

（組合長）              印 

 

 

水 道 組 合 設 立 届 

 

このたび、札幌市           地区住民の給水のため共用管の布設・維持

管理、並びに新規利用等を目的として、平成    年    月    日に水道組

合を設立したので、規約・役員・会員名簿及び竣功図を添えて、お届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「水道組合設立届」 

「水道組合長変更届」 

上記 2 様式を 1 つの様

式に統合 

装 38

 

水道組合設立・組合長変更届出書 
 

 

札幌市水道局事業管理者 様 

令和  年  月  日

 

 

 

（住所） 

（組合名）              水道組合 

（組合長）               

 

 

 

設  立  

この度、次のとおり水道組合           の届出をします。 

組合長変更 

 

※該当箇所を〇で囲んでください。 

 

 

① 事由発生日      令和  年  月  日 

 

② (組合長変更の場合)  新水道組合長 氏名 

                    住所 

                     連絡先 

             旧水道組合長 氏名 

 

③ 添付書類(設立の場合) □規約・役員・会員名簿 □竣工図 

 

 

 

 

(旧様式) (新様式) 



装82 
 

令和  年  月  日 
（あて先） 

札幌市水道事業管理者 

水道局長        様 
 

組合名 

 

組合長             印 
 
 

水道組合長変更届 

 
 

この度、下記のとおり水道組合長を変更しましたのでお届け致します。 
 
 
 

新水道組合長  氏名 

        住所 

        ＴＥＬ     － 

 

旧水道組合長  氏名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「水道組合設立・組合長変更届出書」に統合  

(旧様式) 



装 89 

令和  年  月  日 

（ あ て 先 ）  

札幌市水道事業管理者 様 

 

（申込者） 

住 所 

氏 名              印 

 

 

太 陽 熱 利 用 給 湯 シ ス テ ム 設 置 申 請 書 

 

 

この度、太陽熱利用給湯システムを設置することについて、下記の確認事項を遵守

し了承の上、使用いたします。 

 

記 

 

給水栓番号  

給水装置設置場所 札幌市   区 

申込者（所有者）住所・

氏名・電話番号 

札幌市   区 

氏 名：             電話番号 

名称・型式  

確認事項  

(1) 水質責任について 

 水道局の水質責任範囲は、太陽熱利用給湯システムの上

流側までとし、これより下流側（バイパス配管を含む）は申

込者（所有者）の責任で管理を行います。 

(2) 維持管理について 

 札幌市水道事業給水条例第 21 条（管理上の責任）の規定

に基づき、太陽熱利用給湯システム及び逆流防止装置等の

給水用具について適正な管理を行います。 

(3) 使用者等への周知 

 集合住宅等、申請者（所有者）以外の使用者がいる場合は、

太陽熱利用給湯システムの使用状況及び維持・水質管理責

任等について周知し、使用についての承諾を得ておきます。 

 (4) その他 

 太陽熱利用給湯システムに起因して問題が生じた場合

は、申請者（所有者）の責任をもって解決し、水道局に一切

の苦情等は申し立てません。 

 給水装置の所有者を変更するときは、前述の事項について

新所有者に継承します。 

 

 
 

「直結型循環式給湯シス

テム設置申請書」 

「太陽熱利用給湯システ

ム  設置申請書」 

「活水器・浄水器設置申

請書」 

上記の 3様式を 1つの様

式に統合 

令和  年  月  日

（あて先） 

札幌市水道事業管理者 様 

 

（申込者） 

住 所 

氏 名               

 

直 結 型 循 環 式 給 湯 シ ス テ ム  

太 陽 熱 利 用 給 湯 シ ス テ ム   設 置 申 請 書  

活 水 器 ・ 浄 水 器  

 

この度、下記の給水装置を設置することについて、確認事項を遵守し了承の上、使用

いたします。 

 

記 

 

給水栓番号  

給水装置設置場所 札幌市   区 

名称・型式  

確認事項  

(1) 水質責任について 

 水道局の水質責任範囲は、システム(もしくは浄水器等)

の上流側までとし、これより下流側（バイパス配管を含む）

は申込者（所有者）の責任で管理を行います。 

(2) 維持管理について 

 札幌市水道事業給水条例第 21 条（管理上の責任）の規

定に基づき、システム及び逆流防止等給水用具について

適正な管理を行います。 

(3) 使用者等への周知 

 集合住宅等、申請者（所有者）以外の使用者がいる場合

は、使用状況及び維持・水質管理責任等について周知し、

使用についての承諾を得ておきます。 

 (4) その他 

 システム(もしくは浄水器等)に起因して問題が生じた場

合は、申請者（所有者）の責任をもって解決し、水道局に

一切の苦情等は申し立てません。 

 給水装置の所有者を変更するときは、前述の事項につい

て新所有者に継承します。 

 

(旧様式) (新様式) 



装 90 

令和  年  月  日 

（ あ て 先 ）  

札幌市水道事業管理者 様 

 

（申込者） 

住 所 

氏 名              印 

 

 

活 水 器 等 設 置 申 請 書 

 

 

この度、給水装置の主管部に活水器又は浄水器等を設置することについて、下記の

確認事項を遵守し了承の上、申請いたします。 

 

記 

 

給水栓番号  

給水装置設置場所 札幌市   区 

申込者（所有者）住所・

氏名・電話番号 

札幌市   区 

氏 名：             電話番号 

名称・型式  

確認事項  

(1) 水質責任について 
 水道局の水質責任範囲は、活水器等の上流側までとし、こ

れより下流側は申込者（所有者）の責任で管理を行います。 

(2) 維持管理について 

 札幌市水道事業給水条例第 21 条（管理上の責任）の規定

に基づき、活水器等及び逆流防止装置等の給水用具につい

て適正な管理を行います。 

(3) 使用者等への周知 

 集合住宅等、申込者（所有者）以外の使用者がいる場合は、

活水器等の使用状況及び維持・水質管理責任等について周知

し、使用についての承諾を得ておきます。 

 (4) その他 

 活水器等に起因して問題等が生じた場合は、申込者（所有

者）の責任をもって解決し、水道局に一切の苦情等は申し立

てません。 

 給水装置の所有者を変更するときは、前述の事項について

新所有者に継承します。 

 

 

「直結型循環式給湯システム・太陽熱利用給湯システム ・活水器・浄水器設置申請書」に統合 

 
 

(旧様式) 



 

  年   月   日 

（あて先） 

札幌市水道事業管理者 様 

 

申込者（所有者） 

住 所  

氏 名                  印 

 

 

直 結 型 循 環 式 給 湯 シ ス テ ム 設 置 申 請 書 

 

この度、直結型循環式給湯システム（以下「システム」という。）を設置することに

ついて、下記の確認事項を遵守し了承の上、使用いたします。 

 

記 

 

給水栓番号  

給水装置設置場所 札幌市    区 

メーカー名・型式  

確認事項  

(1)構造及び材質 

システムは、水道直結となるため「給水装置の構造及び

材質の基準に関する省令（厚生省令第 14 号）」に適合し

たものを設置します。 

(2)逆流防止装置の設置 
 逆流を防止するためシステムの上流側に逆流防止装置を

設置します。 

(3)水質責任について 
 水質検査用水栓の直後に設置する止水用具から下流側は

申込者（所有者）の責任において管理します。 

(4)維持管理について 

 札幌市水道事業給水条例第 21 条（管理上の責任）の規

定に基づき、システム及び逆流防止装置等の給水用具に

ついて適正に管理します。 

(5)使用者等への周知 
 集合住宅等、申請者（所有者）以外の使用者がいる場合

は、システムの管理責任について周知します。 

 (6)その他 

 システムに起因して問題が生じた場合は、申請者（所有

者）の責任をもって解決し、水道局に一切の苦情等は申し

立てません。給水装置の所有者を変更するときは、前述の

事項について新所有者に継承します。 

  

 

「直結型循環式給湯システム・太陽熱利用給湯システム ・活水器・浄水器設置申請書」に統合 

 
 

 

(旧様式) 


